吉見町乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の利用に関する
キャンセルポリシー

１　よしみけやき保育所（以下「保育所」とする。）との利用予約が完了した時点から当キャンセルポリシーの対象となります。当キャンセルポリシーをご確認いただき、同意したうえで利用してください。

２　利用日を変更したい場合、又は利用をキャンセルする場合は、出来る限り速やかに総合支援システム（以下「システム」とする。）にて手続きをお願いします。ただし、利用日前日または当日の場合は、必ず保育所へ電話で連絡のうえ、システムにてキャンセル等の手続きをお願いします。利用者からのキャンセル連絡を保育所が確認し、応答したことをもって、キャンセル成立となります。なお、利用日を変更したい場合、一度予約をキャンセルし、新たに予約を行う必要があります。

３　次の場合には施設の利用をお控えいただくとともに、利用のキャンセルについて、保育所へ電話連絡してください。
（１）　利用日に発熱がある場合
（２）　発熱がなくても体調の崩れがみられる場合
（３）　同居する家族が感染症にかかっている場合

４　過度にキャンセルや予約変更を繰り返すことは、保育所や他の利用者の迷惑となりますのでお控えください。なお、度重なるキャンセルや予約変更が確認された場合は、利用をお断りする場合があります。

５　キャンセルした場合の利用者負担及び利用時間枠の取り扱い
	連絡期限等
	前日キャンセル※1
	当日キャンセル
	無断キャンセル※2

	利用者負担
	無し
	無し
	無し

	利用時間枠
	消費無し
	消費有り
	消費有り


※１　前日キャンセルは予約日前日（前日が休所日の場合は、その直前の開所日）の
１７時までです。１７時以降は当日キャンセルの扱いになります。
※２　無断キャンセルは、次回以降の利用をお断りする場合があります。
６　利用時間終了予定時刻までに必ずお迎えに行くようにしてください。万が一、利用時間終了予定時刻内にお迎えが無かった場合、別途料金が発生し、利用時間枠も消費されます。

７　利用者負担金の算定については、以下のとおりです。
（１）送迎時間が予約時間と異なった場合
利用者負担金は予約時間で計算されます。利用開始時刻に遅れた場合や、体調不良等でお迎えの時間が早まった場合であっても、原則として利用者負担金は変更されません。利用時間枠も消費されます。
（２）予約時間を超えて利用した場合
お迎えが予約時間を１０分以上超えた場合は、１時間の利用をしたものとみなし、利用者負担金と利用時間枠の消費が発生します。
利用時間が上限（月１０時間）を超える場合は、一時保育事業の扱いとし、利用者負担金（１，０００円）を別途負担していただきます。
（３）利用者負担金の減免について
利用者負担金の減免決定を受けている場合は、決定内容に従って利用者負担金が減免されます。
（４）実費負担について
給食代等の実費負担については、規定に基づき利用者負担金とは別に保育所へお支払いください。

